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北九州市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する規則をここに公布する。

令和元年１２月１７日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市規則第３７号

北九州市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休日

、休暇等に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（

昭和３８年北九州市条例第２０号。第２４条第１項第１号において「条例」

という。）第１１条の規定に基づき、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号。以下この条並びに次条第１項及び第２項において「法」という。）第

２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員及び法第２２条の３第１項そ

の他の法令の規定により臨時的に任用された職員（以下「会計年度任用職員

等」という。）の勤務時間、休憩時間、週休日、休日及び休暇について、必

要な事項を定めるものとする。 

（勤務時間） 

第２条 法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員（以下「第１号会計年度任

用職員」という。）の勤務時間は、休憩時間を除き、１週間について３８時

間４５分に満たない範囲内において、市長が別に定める。 

２ 法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下「第２号会計年度任用職

員」という。）及び法第２２条の３第１項その他の法令の規定により臨時的

に任用された職員（以下「臨時的任用職員」という。）の勤務時間は、休憩

時間を除き、１週間について３８時間４５分とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する第１号会計年度任用職

員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当た

り３８時間４５分に満たない範囲内において、市長が別に定めることができ

る。 

４ 第２項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する第２号会計年度任用職

員及び臨時的任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期

間につき１週間当たり３８時間４５分を超えない範囲内において、市長が別

に定めることができる。 

（休憩時間） 

第３条 休憩時間は、勤務を要しない時間とし、１日の勤務時間が６時間を超

える場合においては４５分以上、８時間を超える場合においては１時間以上
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の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。 

２ 第１号会計年度任用職員の休憩時間は、市長が別に定める。 

３ 第２号会計年度任用職員及び臨時的任用職員の休憩時間は、正午から午後

１時まで（子の養育又は要介護者（次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢によ

り２週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以

下同じ。）の介護をする第２号会計年度任用職員及び臨時的任用職員で市長

が特別の配慮を必要とすると認めるもの（第５条第２項において「育児介護

職員」という。）にあっては、午後０時１５分から午後１時まで）とする。 

（１） 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。） 

（２） ２親等以内の親族 

（３） 会計年度任用職員等又は配偶者と事実上父母と同様の関係にある者

で会計年度任用職員等と同居しているもの 

（４） 会計年度任用職員等と事実上子と同様の関係にある者で会計年度任

用職員等と同居しているもの 

（週休日） 

第４条 第１号会計年度任用職員の週休日は、１週間について１日以上の割合

で市長が別に定める。 

２ 第２号会計年度任用職員及び臨時的任用職員の週休日は、日曜日及び土曜

日とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する会計年度任用職員等に

ついては、市長が４週間を通じ４日以上の割合で週休日を定めることができ

る。 

（勤務時間の割振り） 

第５条 第２条第１項、第３項及び第４項に規定する勤務時間の割振りは、市

長が別に定める。 

２ 第２条第２項に規定する勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの５

日間（前条第３項の規定の適用を受ける会計年度任用職員等にあっては、市

長が別に定める日）において、午前８時３０分から午後５時１５分まで（育

児介護職員にあっては、午前８時３０分から午後５時までとし、それぞれ第

３条第３項に規定する休憩時間を含む。）とする。 

（勤務時間の割振り及び休憩時間の特例） 

第６条 第２号会計年度任用職員及び臨時的任用職員について、職務の性質又

は恒常的な職務遂行上の特別の必要により、第３条第３項及び前条第２項の

規定により難いときは、市長は勤務時間の割振り及び休憩時間について別段
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の定めをすることができる。 

２ 市長は、臨時的な職務遂行上の特別の必要があるときは、第３条及び前条

に規定する勤務時間の割振り及び休憩時間並びに前項の規定による勤務時間

の割振り及び休憩時間を変更することができる。 

（育児時間） 

第７条 生後１年に達しない子を育てる会計年度任用職員等は、あらかじめ市

長に申し出て、休憩時間のほか、１日について２回（第１号会計年度任用職

員のうち１日の勤務時間が４時間以下である日が割り振られている者にあっ

ては、当該日について１回）、１回について３０分の育児時間を受けること

ができる。ただし、配偶者が同一の日において育児時間（これに相当するも

のを含む。）を受ける場合の当該会計年度任用職員等の育児時間は、市長が

別に定める。 

２ 前項の規定にかかわらず、男性の会計年度任用職員等は、次の各号のいず

れかに該当する場合には、育児時間を受けることができない。 

（１） 男性の会計年度任用職員等が育児時間を受けようとする時間に、配

偶者が育児時間（これに相当するものを含む。）を受けている場合 

（２） 配偶者が、出産を理由とする特別休暇（これに相当するものを含む

。）を受け、かつ、生後１年に達しない子を育てることができると市長が

認める場合 

（３） 前２号に定めるもののほか、男性の会計年度任用職員等が育児時間

を受けようとする時間において、配偶者が生後１年に達しない子を育てる

ことができると市長が認める場合 

（休日） 

第８条 会計年度任用職員等の休日は、次に定める日とする。 

（１） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日（当該休日が第４条第１項又は第３項に規定する週休日と重複すると

きは、市長が定める日） 

（２） １月１日（日曜日に当たる場合に限る。）、同月２日（月曜日に当

たる場合を除く。）、同月３日、１２月２９日、同月３０日及び同月３１

日 

２ 休日と週休日とが重複するときは、その日は、週休日とする。 

（時間外勤務及び休日勤務） 

第９条 公務のため、臨時に必要があるときは、市長は、会計年度任用職員等

に対し、正規の勤務時間を超えて勤務すること若しくは週休日に勤務するこ

とを命じ、又は休日に勤務することを命ずることができる。 
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 （時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限） 

第１０条 市長は、会計年度任用職員等に時間外勤務（前条の規定により命ぜ

られて、正規の勤務時間を超えて勤務すること及び週休日に勤務することを

いう。以下この条において同じ。）を命ずる場合には、次の各号に掲げる会

計年度任用職員等の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で

必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。 

（１） 次号に規定する部署以外の部署に勤務する会計年度任用職員等 次

に掲げる会計年度任用職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び

月数（アにあっては、時間） 

ア イに掲げる会計年度任用職員等以外の会計年度任用職員等 次の（

ア）及び（イ）に定める時間 

（ア） １箇月（月の初日から末日までの期間をいう。以下この項にお

いて同じ。）において時間外勤務を命ずる時間について４５時間 

（イ） １年（４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいう。以下

この条において同じ。）において時間外勤務を命ずる時間について３

６０時間 

イ １年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定

する部署となった会計年度任用職員等 次の（ア）及び（イ）に定める

時間及び月数 

（ア） １年において時間外勤務を命ずる時間について７２０時間 

（イ） ア及び次号（イを除く。）に規定する時間及び月数並びに会計

年度任用職員等の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間におい

て市長が定める時間及び月数 

（２） 他律的業務（業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する

事項を自ら決定することが困難な業務をいう。）の比重が高い部署として

市長が指定するものに勤務する会計年度任用職員等 次のアからエまでに

定める時間及び月数 

ア １箇月において時間外勤務を命ずる時間について１００時間未満 

イ １年において時間外勤務を命ずる時間について７２０時間 

ウ １箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月、２箇月

、３箇月、４箇月及び５箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時

間外勤務を命ずる時間の１箇月当たりの平均時間について８０時間 

エ １年のうち１箇月において４５時間を超えて時間外勤務を命ずる月

数について６箇月 

２ 市長が、特例業務（時間外勤務を命じなければ公務の運営に重大な支障を
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来すおそれがあり、かつ、緊急に処理することを要するものと市長が認める

ものをいう。以下この項において同じ。）に従事する会計年度任用職員等に

対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要が

ある場合については、同項（当該超えることとなる時間又は月数に係る部分

に限る。）の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従

事していた会計年度任用職員等に対し、同項各号に規定する時間又は月数を

超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様

とする。 

３ 市長は、前項の規定により、第１項各号に規定する時間又は月数を超えて

会計年度任用職員等に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間

外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該会計年度任用職員等の健康の確

保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該

時間又は月数の算定に係る１年の末日の翌日から起算して６箇月以内に、当

該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、会計年度任用職員等に時間外勤務を命ずる場

合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。 

（宿日直勤務） 

第１１条 市長は、公務のために必要がある場合には、会計年度任用職員等に

正規の勤務時間以外の時間又は休日において、本来の勤務に従事しないで行

う宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。 

（育児又は介護を行う会計年度任用職員等の時間外勤務等の制限） 

第１２条 市長は、３歳に満たない子（民法（明治２９年法律第８９号）第８

１７条の２第１項の規定により会計年度任用職員等が当該会計年度任用職員

等との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に

請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であって、当該会計年度任用職員等が現に監護するもの、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６

条の４第２号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員等に委託され

ている児童及び同条第１号に規定する養育里親である会計年度任用職員等（

児童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項

の規定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児

童を委託することができない会計年度任用職員等に限る。）に同法第２７条

第１項第３号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この項及び

次条第１項において同じ。）のある会計年度任用職員等が、当該子を養育す

るために、一の期間について、その初日及び期間（１年又は１年に満たない
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月を単位とする期間に限る。次項において同じ。）を明らかにして、当該初

日の前日までに、第９条に規定する勤務（災害その他避けることのできない

事由に基づく臨時の勤務を除く。以下この項及び次項において同じ。）の制

限について請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員等の業務を

処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、同条に規

定する勤務をさせてはならない。 

２ 市長は、要介護者を介護する会計年度任用職員等が、当該要介護者を介護

するために、一の期間について、その初日及び期間を明らかにして、当該初

日の前日までに、第９条に規定する勤務の制限について請求した場合には、

公務の運営に支障がある場合を除き、同条に規定する勤務をさせてはならな

い。 

（育児又は介護を行う会計年度任用職員等の深夜勤務の制限） 

第１３条 市長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職

員等（会計年度任用職員等の配偶者で当該子の親であるものが、次の各号の

いずれにも該当する場合における当該会計年度任用職員等を除く。）が、当

該子を養育するために、一の期間（１月以上６月以内の期間に限る。）につ

いて、その初日及び末日とする日を明らかにして、当該初日の１月前までに

深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この条において

同じ。）における勤務の制限について請求した場合には、公務の運営に支障

がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。 

（１） 深夜において就業していない者（深夜における就業日数が１月につ

いて３日以下の者を含む。）であること。 

（２） 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を

養育することが困難な状態にある者でないこと。 

（３） ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予

定である者又は産後８週間を経過しない者でないこと。 

２ 会計年度任用職員等は、前項に規定する請求をする場合には、配偶者が同

項各号に定める者に該当しないこと等を明らかにする書類を提出しなければ

ならない。 

３ 市長は、要介護者を介護する会計年度任用職員等が、当該要介護者を介護

するために、一の期間（１月以上６月以内の期間に限る。）について、その

初日及び末日とする日を明らかにして、当該初日の１月前までに深夜におけ

る勤務の制限について請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除

き、深夜における勤務をさせてはならない。 

（週休日の振替及び休日の代休） 
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第１４条 市長は、会計年度任用職員等に対し週休日に特に勤務することを命

ずる必要がある場合には、第５条の規定により勤務時間が割り振られた日（

次項において「勤務日」という。）を週休日に変更して当該勤務日に割り振

られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること（

以下「週休日の振替」という。次項において同じ。）ができる。 

２ 市長は、前項の規定により週休日の振替を行う場合においては、当該勤務

することを命ずる必要がある日を起算日とする４週間前の日から当該勤務す

ることを命ずる必要がある日を起算日とする８週間後の日までの期間内にあ

る勤務日について行わなければならない。ただし、週休日の振替を行った後

において、週休日が４週間を通じ４日以上となるようにしなければならない

。 

３ 市長は、会計年度任用職員等に対し休日に割り振られた勤務時間の全部に

ついて特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わ

る日として、当該休日後の勤務時間が割り振られた日（休日を除く。）を指

定することができる。 

４ 市長は、前項の規定により代休日（休日に割り振られた勤務時間の全部に

ついて特に勤務することを命じた場合において、当該休日に代わる日として

指定された日をいう。以下この項において同じ。）を指定する場合において

は、勤務することを命じた休日を起算日とする８週間後の日までの期間内に

あり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が

割り振られた日（休日を除く。）について行わなければならない。ただし、

会計年度任用職員等があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場

合には、代休日を指定しないものとする。 

（適用除外） 

第１５条 断続的勤務等に従事する会計年度任用職員等については、第２条か

ら第６条まで及び第８条の規定は適用しない。 

（休暇の種類） 

第１６条 会計年度任用職員等の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。 

２ 有給休暇は、年次休暇及び特別休暇（別表第３の有給又は無給の別の欄中

有給とされているものに限る。）とする。 

３ 無給休暇は、特別休暇（別表第３の有給又は無給の別の欄中無給とされて

いるものに限る。）、病気休暇、介護休暇及び介護時間とする。 

（年次休暇） 

第１７条 年次休暇は、休暇年度（４月１日から翌年の３月３１日までの間を

いう。以下同じ。）に、会計年度任用職員等のうち、１週間当たりの勤務日
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数が５日以上である者、１週間当たりの勤務時間が休憩時間を除き３０時間

以上である者又は勤務日数が週以外の期間によって定められている者で任期

内の勤務日数が２１７日以上のものについては別表第１、これらの者以外の

会計年度任用職員等については別表第２に定めるところにより、それぞれの

表に定める日数を与える。 

２ 年次休暇は、１日、半日又は１時間単位とし、半日単位の年次休暇は、休

憩時間の開始時刻で区分し、２回をもって１日の年次休暇とする。 

３ 前項の規定の適用に当たっては、半日単位の年次休暇の取得については、

１日の勤務時間が５時間以上の場合に限るものとする。 

４ １時間単位の年次休暇は、休暇年度に５日の範囲内で使用できるものとす

る。 

５ １時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合は、次の各号に

掲げる会計年度任用職員等の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって

１日とする。 

（１） 第１号会計年度任用職員 １日の勤務時間数（１時間未満の端数が

ある場合は、これを切り上げて得た時間数。１週間ごとの勤務日の日数及

び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない者については、市長が別に

定める時間数） 

（２） 第２号会計年度任用職員及び臨時的任用職員 ８時間（１週間ごと

の勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない者につい

ては、市長が別に定める時間数） 

６ 第５条第１項の規定により勤務時間の割振りがなされている場合及び第６

条第１項の規定により勤務時間の割振り又は休憩時間について別段の定めが

なされている場合で、第２項及び第３項の規定により難いときは、年次休暇

の区分又は単位については、第２項及び第３項の規定にかかわらず、第２項

及び第３項に規定する年次休暇の区分又は単位との均衡を考慮して市長が別

に定める。 

７ 年次休暇は、会計年度任用職員等の請求する時季に与えるものとする。た

だし、市長は業務に支障があると認めるときは、他の時季に与えることがで

きる。 

８ 週休日又は休日（以下「休業日」という。）をはさんで年次休暇を使用し

た場合は、当該休業日は、年次休暇として取り扱わない。 

９ 年次休暇のうち、その休暇年度内に使用しなかった日数があるときであっ

て、かつ、翌年度も引き続き会計年度任用職員等として在職するときは、当

該年次休暇を付与された日から起算して２年を経過する日までの期間内に限
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り繰り越すことができる。 

（特別休暇） 

第１８条 特別休暇は、会計年度任用職員等に特別の理由があるときに受ける

ことができ、その基準は、別表第３のとおりとする。 

 （病気休暇） 

第１９条 病気休暇は、会計年度任用職員等に病気があるときに受けることが

でき、その基準は、別表第４のとおりとする。 

（介護休暇） 

第２０条 介護休暇は、次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員等が

要介護者を介護する必要がある場合であって、勤務しないことが相当である

と認められるときに受けることができる。 

（１） 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項の被保険者

である会計年度任用職員等 

（２） 北九州市職員退職手当支給条例（昭和３８年北九州市条例第２５号

）の規定により退職手当の支給を受ける第２号会計年度任用職員又は臨時

的任用職員 

２ 介護休暇の期間は、第３条第３項各号に掲げる者が介護を必要とする一の

継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して９３日を超えない範囲

内において必要と認められる期間とする。 

３ 介護休暇は、１日、半日又は１時間単位とし、半日単位の介護休暇は休憩

時間の開始時間で区分し、１時間単位の介護休暇は１日を通じて４時間（当

該介護休暇と要介護者を異にする次条に規定する介護時間の承認を受けて勤

務しない時間がある日については、４時間から当該介護時間の承認を受けて

勤務しない時間を減じた時間）の範囲内とする。 

４ 第２項に規定する介護休暇の日数の算定に当たっては、半日又は１時間を

単位とする介護休暇を受けた日は、１日とする。 

５ 第１７条第３項及び第６項の規定は、介護休暇に準用する。 

（介護時間） 

第２１条 介護時間は、前条第１項各号に掲げる者が要介護者の介護をするた

め、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続

する３年の期間（当該期間内に当該要介護者に係る前条第２項に定める必要

と認められる期間がある場合には、当該期間を除く。）内において１日の勤

務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときに受ける

ことができる。 

２ 介護時間の期間は、前項に規定する期間内において１日につき前項に規定
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する者について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時

間を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。 

３ 介護時間の単位は、３０分とする。 

４ 介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連

続した２時間（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１

０号）第１９条第１項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間

がある日については、当該２時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しな

い時間を減じた時間）を超えない範囲内の時間とする。 

（年次休暇の手続） 

第２２条 年次休暇を受けようとする会計年度任用職員等は、あらかじめ市長

に届け出なければならない。 

２ 会計年度任用職員等は、病気その他やむを得ない理由により、前項の規定

によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から休業日を除

き、遅くとも３日以内に、その理由を付して市長に届け出なければならない

。ただし、市長が、この期間内に届け出ることができない正当な理由があっ

たと認める場合には、この限りでない。 

（特別休暇等の手続） 

第２３条 特別休暇、病気休暇、介護休暇及び介護時間を受けようとする会計

年度任用職員等は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

２ 会計年度任用職員等は、特別休暇及び病気休暇については、病気その他や

むを得ない理由により、前項の規定によることができなかった場合には、そ

の勤務しなかった日から休業日を除き、遅くとも３日以内に、その理由を付

して市長の承認を受けなければならない。ただし、市長は、この期間内に承

認を受けることができない正当な理由があったと認める場合には、その期間

後においても承認することができる。 

３ 会計年度任用職員等が病気休暇の承認を受けようとするときは、医師の診

断書を提出しなければならない。ただし、引き続く３日（当該承認に係る病

気休暇の理由がインフルエンザの場合は、６日）以内（当該期間内に休業日

がある場合は、当該休業日を含む。）の病気休暇の承認を受けようとする場

合において、当該病気休暇の初日又はその前日に医師の診察等を受けたこと

が確認できる書類（当該病気休暇の初日又はその前日に医師の診察等を受け

なかったことがやむを得ないと市長が認めたときは、当該病気休暇の初日の

翌日に医師の診察等を受けたことが確認できる書類）を提出したときは、こ

の限りでない。 

４ 第１項の規定により介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする会計年
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度任用職員等は、あらかじめ介護休暇又は介護時間を受けようとする期間（

次項において「付与期間」という。）について、市長の承認を受けなければ

ならない。 

５ 会計年度任用職員等が前項の規定により付与期間の承認を受けようとする

ときは、医師の診断書その他の証明書類（以下この項において「診断書等」

という。）を提出しなければならない。ただし、付与期間の承認を受けた会

計年度任用職員等が当該付与期間に引き続く付与期間の承認を受けようとす

る場合において、当初の付与期間の承認を受けた際に提出した診断書等の内

容に変更がないと市長が認めたときは、この限りでない。 

（補則） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者が引き続きこの規則の適用を受け

る会計年度任用職員等となった場合における当該会計年度任用職員等（以下

この条において「規則適用異動職員」という。）に対し異動日（規則適用異

動職員がこの規則の適用を受ける日をいう。以下この条において同じ。）か

ら異動日の属する休暇年度の末日までに与える年次休暇の日数は、第１７条

第１項の規定にかかわらず、規則適用異動職員が異動日の前日までに適用を

受けていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例、規則、規程その他任命権

者が定めるもの（以下この条において「従前の条例等」という。）により使

用できるとされた年次休暇の日数から異動日の前日までに既に使用した年次

休暇の日数を差し引いた日数とする。ただし、１週間ごとの勤務日の日数又

は勤務日ごとの勤務時間の時間数の変更により、これにより難いと認める場

合は、市長が別に定める。 

（１） 条例の適用を受ける職員（この規則の適用を受ける職員を除く。） 

（２） 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間

、休日、休暇等に関する条例（平成２８年北九州市条例第６０号）の適用

を受ける教職員 

（３） 北九州市に勤務する地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）

第１５条第１項に規定する企業職員 

２ 異動日の前日までに、従前の条例等により規則適用異動職員又はこの規則

の適用を受ける会計年度任用職員等が再度の任用又は異なる会計年度任用の

職若しくは臨時的任用の職への任用（以下「再度の任用等」という。）によ

り引き続きこの規則の適用を受ける会計年度任用職員等となった場合におけ

る当該会計年度任用職員等に与えられた特別休暇、病気休暇、介護休暇及び

介護時間に相当する休暇は、この規則の規定により与えられたものとみなす

。 
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第２５条 会計年度任用職員等について、その職務の特殊性又は国及び他の地

方公共団体等の要請により、勤務条件について別段の取扱いをする必要があ

る場合において、この規則の規定により難い会計年度任用職員等の勤務時間

、休憩時間、週休日、休日及び休暇については、第２条から前条までの規定

にかかわらず、市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２４条第２項の規定は、この規則の施行の日の前日において北九州市の

特別職の職員又は臨時的任用職員であった者が、この規則の施行の日以後引

き続いてこの規則の適用を受ける会計年度任用職員等となった場合について

準用する。 

別表第１（第１７条関係） 

  年次休暇付与日数 

在職期間 年次休暇の日数 

初年度 １０日

２年度 １１日

３年度 １２日

４年度 １４日

５年度 １６日

６年度 １８日

７年度以上 ２０日

 備考 

 （１） 年次休暇は、会計年度任用職員等の任期が６箇月以上の者に対

し任用当初に付与する。ただし、再度の任用等により労働基準法（昭

和２２年法律第４９号）第３９条第１項に規定する継続勤務に該当す

る場合において、再度の任用等前の任用時（同じ年度内の任用に限る

。）に年次休暇を付与されている者については、市長が別に定める。 

（２） 会計年度任用職員等の任期が６箇月に満たない者は、更新によ

り任期が６箇月以上となる場合又は再度の任用等により再度の任用等

前の任期と通算すると任期が６箇月以上となる場合は、前号本文の規

定にかかわらず、更新又は再度の任用等の当初に年次休暇を付与する

。ただし、再度の任用等により、その任期が６箇月以上となる場合に
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おいて、再度の任用等前の任期において年次休暇を付与されていたと

きは、この限りでない。  

（３） 在職期間における２年度以降の算定は、会計年度任用職員等の

在職が再度の任用等により労働基準法第３９条第１項に規定する継続

勤務に該当する場合において、当該会計年度任用職員等に初めて年次

休暇が付与された休暇年度を初年度として算定する。 

  （４） この表の規定にかかわらず、この表の規定による年次休暇の日

数が労働基準法第３９条第１項から第３項までの規定による有給休暇

の日数に満たないときは、年次休暇の日数は、同条第１項から第３項

までの規定による日数とする。 

別表第２（第１７条関係） 

  年次休暇付与日数 

１週間 任期内の勤務 在職期間 

当たり

の勤務

日数 

日数 初年

度 

２年

度 

３年

度 

４年

度 

５年

度 

６年

度 

７年

度以

上 

４日 １６９日以上

２１６日以下

７日 ８日 ９日 １０

日 

１２

日 

１３

日 

１５

日 

３日 １２１日以上

１６８日以下

５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０

日 

１１

日 

２日 ７３日以上１

２０日以下 

３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

１日 ４８日以上７

２日以下 

１日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日

備考 この表を適用するに当たっては、別表第１の備考第１号から第４号

までの規定を準用する。 

別表第３（第１６条、第１８条関係） 

  特別休暇の基準 

理由 

有給又

は無給

の別 

期間又は日数 備考 

１ 公民権

の行使

有給 必要と認めら

れる期間

選挙権その他公民としての権利を

行使する場合に与えられるものと

する。
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２ 証人等

としての

官公署へ

の出頭

有給 必要と認めら

れる期間

裁判員、証人、鑑定人、参考人等

として裁判所、国会、地方公共団

体の議会、人事委員会その他の官

公署に出頭する場合に与えられる

ものとする。

３ 骨髄移

植のため

の骨髄の

提供等

無給 必要と認めら

れる期間

骨髄移植のための骨髄若しくは末

梢
しよう

血幹細胞移植のための末梢血幹

細胞の提供希望者としてその登録

を実施する者に対しての登録の申

出に伴い、又は配偶者、父母、子

及び兄弟姉妹以外の者への骨髄移

植のための骨髄若しくは末梢血幹

細胞移植のための末梢血幹細胞の

提供に伴う必要な検査、入院等を

する場合に与えられるものとする

。

４ 職員の

出産

無給 医師又は助産

師の証明に基

づき、出産の

予定日以前６

週間目（多胎

妊娠の場合に

あっては、１

４週間目）に

当たる日から

出産後８週間

目に当たる日

までの期間に

おいてあらか

じめ必要と認

められる期間

（１） 出産の日が予定日よりも

著しく遅れた場合は、速やかに

その旨を届け出なければならな

い。

（２） 出産は、妊娠満１２週以

後の分べんをいい、生産である

と死産であるとを問わない。

（３） 出産の当日は、産前の期

間内に含めるものとする。

５ 子等の

看護又は

有給（

この項

子の場合にあ

っては休暇年

（１） １２歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間にあ
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行事への

参加

の備考

の欄第

４号に

該当す

る場合

は、無

給）

度に５日（子

が２人以上の

場合にあって

は、１０日）

を超えない範

囲内において

必要と認めら

れる日数、孫

の場合にあっ

ては休暇年度

に３日を超え

ない範囲内に

おいて必要と

認められる日

数

る子（配偶者の子及び第１２条

第１項において子に含まれるも

のとされる者を含む。以下この

号及び第４号において同じ。）

を養育する会計年度任用職員等

又は１２歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある

孫（子の子をいう。以下この号

において同じ。）を有する会計

年度任用職員等が、その子若し

くはその孫（以下この号におい

て「その子等」という。）の看

護（負傷し、若しくは疾病にか

かったその子等の世話又は疾病

の予防を図るために必要なもの

として市長が定めるその子等の

世話を行うことをいう。）又は

その子等が在籍する幼稚園、保

育所、小学校等が実施する行事

への参加のため勤務しないこと

が相当であると認められる場合

に与えられるものとする。

（２） 休暇は、１日、半日又は

１時間単位とし、半日単位の休

暇は休憩時間の開始時刻で区分

し、２回をもって１日の休暇と

する。

（３） 第１７条第３項、第５項

、第６項及び第８項の規定は、

この休暇に準用する。

（４） 子に係る休暇の場合は、

３日を超える日数の当該超える

日数は無給とする。
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６ 短期介

 護

有給（

この項

の備考

の欄第

４号に

該当す

る場合

は、無

給）

休暇年度に５

日（要介護者

が２人以上の

場合にあって

は、１０日）

を超えない範

囲内において

必要と認めら

れる日数

（１） 要介護者の介護その他の

市長が定める世話を行う会計年

度任用職員等が、当該世話を行

うため勤務しないことが相当で

あると認められる場合に与えら

れるものとする。

（２） 休暇は、１日、半日又は

１時間単位とし、半日単位の休

暇は休憩時間の開始時刻で区分

し、２回をもって１日の休暇と

する。

（３） 第１７条第３項、第５項

、第６項及び第８項の規定は、

この休暇に準用する。

（４） ３日を超える日数の当該

超える日数は無給とする。

７ 女性職

員の生理

無給 必要と認めら

れる日数

生理日の就業が著しく困難な女性

の会計年度任用職員等に与えられ

るものとする。

８ 忌引 有給 任期が６箇月

以上の会計年

度任用職員等

にあっては付

表第１、任期

が６箇月未満

の会計年度任

用職員等にあ

っては付表第

２に定める日

数を超えない

範囲内におい

て必要と認め

られる日数
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９ 現住居

の滅失又

は損壊

有給 ７日を超えな

い範囲内にお

いて必要と認

められる期間

地震、水害、火災その他の非常災

害により会計年度任用職員等の現

住居が滅失し、又は損壊した場合

に与えられるものとする。

１０ 交通

遮断

有給 必要と認めら

れる期間

次の各号のいずれかの理由により

、出勤することが著しく困難であ

ると認められる場合に与えられる

ものとする。

（１） 感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法

律（平成１０年法律第１１４号

）の規定による交通の制限又は

遮断

（２） 地震、水害、火災その他

の非常災害による交通の遮断

（３） 前２号に掲げるもののほ

か、交通機関の事故その他の不

可抗力の事故の発生による交通

の遮断

１１ 退勤

途上の危

険回避

有給 必要と認めら

れる期間

地震、水害、火災その他の非常災

害により会計年度任用職員等が退

勤途上における身体の危険を回避

するため勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合に与えら

れるものとする。

１２ 夏季

における

健康保持

有給 休暇年度の６

月１日から９

月３０日まで

の間（以下「

対象期間中」

という。）に

継続して１月

以上２月未満

（１） 夏季における健康保持の

ため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合に与えられ

るものとする。

（２） １週間当たりの勤務日数

が５日以上又は１週間当たりの

勤務時間が、休憩時間を除き、

３０時間以上の会計年度任用職
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任用されてい

る会計年度任

用職員等にあ

員等に与えられるものとする。

（３） 休暇は、１日又は半日単

位とし、半日単位の休暇は休憩

っては２日、

対象期間中に

継続して２月

以上任用され

ている者にあ

っては４日

時間の開始時刻で区分し、２回

をもって１日の休暇とする。

（４） 第１７条第３項、第５項

、第６項及び第８項の規定は、

この休暇に準用する。

別表第３の付表第１ 

死亡した者 忌引日数 

配偶者 ７日

血族 １親等の直系尊属（父母） ７日

１親等の直系卑属（子） ５日

２親等の直系尊属（祖父母） ３日

 ２親等の直系卑属（孫） １日

２親等の傍系者（兄弟姉妹） ３日

３親等の傍系尊属（伯叔父母） １日

姻族 １親等の直系尊属 ３日

１親等の直系卑属 １日

２親等の直系尊属 １日

２親等の傍系者 １日

３親等の傍系尊属 １日

備考 

（１） 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 

（２） いわゆる代襲相続の場合において、祭具等の継承を受けた者は

、１親等の直系血族に準ずる。 

別表第３の付表第２ 

死亡した者 忌引日数 

配偶者 ２日

血族 １親等の直系尊属（父母） 

１親等の直系卑属（子） 

２日

２日

姻族 １親等の直系尊属 ２日

備考 姻族の１親等の直系尊属は、当該会計年度任用職員等と生計を一に
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していた場合に限る。 

別表第４（第１９条関係） 

  病気休暇の基準 

理由 期間

公務以外の負傷又は疾病（予防

注射又は予防接種による著しい

発熱等の場合も含む。）

医師の証明書等に基づき最少限度必要

と認める期間。ただし、６箇月以上の

任期が定められている会計年度任用職

員等（再度の任用等により再度の任用

等前の任期と通算すると任期が６箇月

以上となるものを含む。）であって、

１休暇年度につき次の各号のいずれか

に該当するものは１０日、次の各号の

いずれにも該当しないものは付表に定

める期間を超えることはできない。

（１） １週間当たりの勤務日数が５

日以上の者 

（２） １週間当たりの勤務時間が、

休憩時間を除き、３０時間以上の者 

（３） 勤務日数が週以外の期間によ

って定められている者で、任期内の

勤務日数が２１７日以上のもの 

別表第４の付表 

１週間当たり

の勤務日数 
任期内の勤務日数 期間の上限 

４日 １６９日から２１６日まで ７日

３日 １２１日から１６８日まで ５日

２日 ７３日から１２０日まで ３日

１日 ４８日から７２日まで １日
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北九州市会計年度任用職員の給料に関する規則をここに公布する。

令和元年１２月１７日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第３８号

北九州市会計年度任用職員の給料に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、北九州市職員の給与に関する条例（昭和３８年北九州市

条例第２４号。以下「条例」という。）第２７条第１項の規定に基づき、地

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第２号に掲げ

る職員（以下「会計年度任用職員」という。）の給料について必要な事項を

定めるものとする。

（給料基準表等）

第２条 会計年度任用職員の給料の月額は、給料基準表（別表第１）及び経験

年数換算表（別表第２）を適用して決定するものとする。

２ 前項の規定により給料基準表を適用するに当たって、会計年度任用職員に

適用されるべき同表の第１欄に掲げる職種は、当該会計年度任用職員が次の

各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める職種とする

。

（１） 次号から第４号までに掲げる者以外の者 行政職相当職

（２） 給料表の適用範囲に関する規則（昭和４１年北九州市人事委員会規

則第９号。以下この項において「規則」という。）第６条に規定する者及

び市長の定めるこれに準ずる者 研究職相当職

（３） 規則第８条に規定する者及び市長の定めるこれに準ずる者 医療職

（２）相当職

（４） 規則第９条に規定する者及び市長の定めるこれに準ずる者 医療職

（３）相当職

３ 第１項の規定により給料基準表を適用するに当たって、会計年度任用職員

に適用されるべき同表の第２欄に掲げる区分は、当該会計年度任用職員の占

める職が次の各号に掲げる職のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定め

る区分とする。ただし、前項第２号に定める職種にあっては、第５号は適用

しない。

（１） 特定の専門的な知識経験を活用して困難な業務に従事することが求

められる職のうち人材の確保が困難な職 Ａ

（２） 特定の専門的な知識経験を活用して業務に従事することが求められ

る職のうち人材の確保が困難な職 Ｂ
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（３） 特定の専門的な知識経験を活用して困難な業務に従事することが求

められる職（第１号に掲げる職を除く。） Ｃ

（４） 特定の専門的な知識経験を活用して業務に従事することが求められ

る職（第２号に掲げる職を除く。） Ｄ

（５） 前各号に掲げる職以外の職 Ｅ

４ 給料基準表の第４欄に掲げる基礎とする職務の級及び号給、同表の第５欄

に掲げる上限とする職務の級及び号給及び次条第２項に定める号給は、次の

各号に掲げる職種のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める職務の級

及び号給とする。

（１） 行政職相当職 条例第５条第１項第１号に掲げる行政職給料表の職

務の級及び号給

（２） 研究職相当職 条例第５条第１項第４号に掲げる研究職給料表の職

務の級及び号給

（３） 医療職（２）相当職 条例第５条第１項第５号イに掲げる医療職給

料表（２）の職務の級及び号給

（４） 医療職（３）相当職 条例第５条第１項第５号ウに掲げる医療職給

料表（３）の職務の級及び号給

（給料の月額の決定）

第３条 新たに会計年度任用職員となる者の給料の月額は、前条第１項から第

３項までの規定により当該会計年度任用職員に適用される給料基準表の第１

欄に掲げる職種及び同表の第２欄に掲げる区分に応じ、当該職種及び区分に

対応する同表の第４欄に掲げる基礎とする職務の級及び号給の額とする。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める経験年数（会計年度任用職員

が会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数（この規則においてそ

の年数に換算された年数を含む。）をいう。以下この項において同じ。）を

有する会計年度任用職員については、その者の受けるべき同項の規定による

基礎とする職務の級及び号給の号数に次の各号に定める経験年数の月数を１

８月（次の各号に掲げる会計年度任用職員の当該各号に定める経験年数のう

ち５年までの年数の月数については１２月、５年を超えて１０年までの年数

の月数については１５月）で除して得た数（１に満たない端数は、切り捨て

る。）に４を乗じて得た数を加えて得た数（その者の職種及び区分に対応す

る上限とする職務の級及び号給の号数の数を超えるときは、当該上限とする

職務の級及び号給の号数の数）を号数とする号給の額をもって、その者の給

料の月額として受けるべき号給の額とすることができる。

（１） 職種が行政職相当職、医療職（２）相当職又は医療職（３）相当職
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でその区分がＤ又はＥである会計年度任用職員については、その者が１８

歳に達した日後の最初の４月１日以降の経験年数

（２） 職種が医療職（３）相当職でその区分が前号に規定する区分以外の

会計年度任用職員については、その者が２１歳に達した日後の最初の４月

１日以降の経験年数

（３） 職種が行政職相当職又は医療職（２）相当職でその区分が第１号に

規定する区分以外の会計年度任用職員及び職種が研究職相当職の会計年度

任用職員については、その者が２２歳に達した日後の最初の４月１日以降

の経験年数

３ 前項の規定の適用については、会計年度任用職員として同種の職務に在職

した年数以外の年数（経験年数換算表の第１欄に掲げる経歴に限る。）を同

表の定めるところにより経験年数として換算することができる。

４ 新たに会計年度任用職員となる者の給料の月額の決定について特別の事情

があると認めるときは、前３項の規定にかかわらず、その者の給料の月額を

決定することができる。

（委任）

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に総務局長

が定める。

付 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

別表第１（第２条、第３条関係）

給料基準表

職種 区分
給料表の種 基礎とする職務の 上限とする職務の

類 級及び号給 級及び号給

行政職相当 Ａ 行政職給料 １級２３号給 １級１０５号給

職 Ｂ 表 １級２３号給 １級６３号給

Ｃ １級２３号給 １級４３号給

Ｄ １級１号給 １級２３号給

Ｅ １級１号給 １級３号給

研究職相当 Ａ 研究職給料 １級３号給 １級１１７号給

職 Ｂ 表 １級３号給 １級４３号給

Ｃ １級３号給 １級２３号給

Ｄ １級１号給 １級３号給

医療職（２ Ａ 医療職給料 １級２３号給 １級９７号給

）相当職 Ｂ 表（２） １級２３号給 １級６３号給
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Ｃ １級２３号給 １級４３号給

Ｄ １級１号給 １級２３号給

Ｅ １級１号給 １級３号給

医療職（３ Ａ 医療職給料 ２級７号給 ２級１５３号給

）相当職 Ｂ 表（３） ２級７号給 ２級５１号給

Ｃ ２級７号給 ２級３１号給

Ｄ １級１号給 １級２３号給

Ｅ １級１号給 １級３号給

別表第２（第２条、第３条関係）

経験年数換算表

経歴の種類 １週間当たりの勤務時間 換算率 備考

国家公務員 ３０時間以上 １０割

、地方公務

員、旧公共

企業体職員

、政府関係 ２０時間以上３０時間未 ７割５分

機関職員又 満

は外国政府

職員（以下

「国家公務 ２０時間未満 ５割

員等」とい

う。）とし

ての在職期

間

民間におけ ３０時間以上 ８割

る企業体、 ２０時間以上３０時間未 ６割

団体等の職 満

員としての ２０時間未満 ４割

在職期間

学校又は学 １０割 在学期間は正規

校に準ずる の修学年数の範

教育機関に 囲内とする。

おける在学

期間
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備考 免許若しくは資格（以下「免許等」という。）又は特定の業務の経

験を必要とする職については、当該免許等を用いて勤務した在職期間又

は当該特定の業務を行った民間における企業体、団体等の職員としての

在職期間について、国家公務員等としての在職期間に係る換算率を適用

することができる。
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北九州市第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する規

則をここに公布する。

令和元年１２月１７日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第３９号

北九州市第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当

に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

（昭和３８年北九州市条例第７３号。以下「条例」という。）第３条第１項

、第５条第２項、第７条第３項及び第４項並びに第８条第１項及び第２項の

規定に基づき、条例第１条に規定する第１号会計年度任用職員のうち、地方

公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項に規定する企業職

員以外の者（以下「職員」という。）の報酬、費用弁償及び期末手当につい

て必要な事項を定めるものとする。

（報酬）

第２条 職員の受ける報酬は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、

かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したもので

なければならない。

２ 職員の報酬を条例第５条第１項各号に掲げる報酬のうちいずれの報酬とす

るかは、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当

該各号に定める報酬とする。

（１） 北九州市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規則（令和元年北九州市規則第３７号。以下「勤務時間規

則」という。）第２条第３項に規定する特別の勤務に従事する職員のうち

、時間額で定める報酬を支給する特別な理由があると認められる職員 時

間額で定める報酬

（２） 任用期間が１箇月に満たない職員又は１週間当たりの勤務日数が定

まっていない職員（これらの職員のうち前号に掲げる職員を除く。） 日

額で定める報酬

（３） 任用期間が１箇月以上であり、かつ、１週間当たりの勤務日数が定

まっている職員（第１号に掲げる職員を除く。） 月額で定める報酬

３ 前項各号に定める報酬の額は、月の初日からその月の末日までの期間の分

の次条の規定により算定された北九州市職員の給与に関する条例（昭和３８

年北九州市条例第２４号。以下「給与条例」という。）第２７条第１項に規
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定する給料に相当する報酬（以下「給料相当報酬」という。）の額に第４条

から第１１条までの規定により算定された報酬の額を市長が別に定めるとこ

ろにより加えた額とする。

（給料相当報酬）

第３条 職員には、勤務時間規則第２条第１項又は第３項及び第５条第１項に

規定する勤務時間（第６条第１項、第７条第２項及び第８条において「正規

の勤務時間」という。）による勤務に対する給料相当報酬を支給する。

２ 給料相当報酬の額は、次の各号に掲げる給料相当報酬の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。

（１） 時間額で定める給料相当報酬 北九州市会計年度任用職員の給料に

関する規則（令和元年北九州市規則第３８号）第３条の規定の例による給

料の月額（以下この項及び次条第２項第１号において「給料月額」という

。）に１２を乗じ、その額を５２に３８．７５を乗じて得た数で除して得

た額

（２） 日額で定める給料相当報酬 給料月額に１２を乗じ、その額を５２

に３８．７５を乗じて得た数で除して得た額に勤務時間規則第２条第１項

又は第３項及び第５条第１項の規定により定められたその職員の１日当た

りの勤務時間を乗じて得た額

（３） 月額で定める給料相当報酬 給料月額を３８．７５で除して得た額

に勤務時間規則第２条第１項又は第３項の規定により定められたその職員

の１週間当たりの勤務時間を乗じて得た額

（地域手当相当報酬）

第４条 職員には、給与条例第１４条第１項に規定する地域手当に相当する報

酬（次項及び第１３条第１項において「地域手当相当報酬」という。）を支

給する。

２ 地域手当相当報酬の額は、次の各号に掲げる地域手当相当報酬の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。

（１） 時間額で定める地域手当相当報酬 給料月額に市長が別に定めると

ころにより給与条例第１４条第２項又は第３項第１号若しくは第３号に定

める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、その

端数を切り捨てる。以下この項において「地域手当の月額」という。）に

１２を乗じ、その額を５２に３８．７５を乗じて得た数で除して得た額

（２） 日額で定める地域手当相当報酬 地域手当の月額に１２を乗じ、そ

の額を５２に３８．７５を乗じて得た数で除して得た額に勤務時間規則第

２条第１項又は第３項及び第５条第１項の規定により定められたその職員
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の１日当たりの勤務時間を乗じて得た額

（３） 月額で定める地域手当相当報酬 地域手当の月額を３８．７５で除

して得た額に勤務時間規則第２条第１項又は第３項の規定により定められ

たその職員の１週間当たりの勤務時間を乗じて得た額

（特殊勤務手当相当報酬）

第５条 特殊な勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必

要とし、かつ、その特殊性を給料相当報酬で考慮することが適当でないと認

められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて給与条例第１

６条第１項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬（次項並びに第９条第１

項第２号及び第３号において「特殊勤務手当相当報酬」という。）を支給す

る。

２ 特殊勤務手当相当報酬の種類、支給を受ける職員の範囲及びその額は、北

九州市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和４１年北九州市条例第４３号

）の規定の例による。

（時間外勤務手当相当報酬）

第６条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の

勤務時間を超えて勤務した全時間（休憩時間を除いた実働時間（監視又は断

続的労働に従事する職員については、勤務することを命ぜられた時間）をい

う。）に対して、勤務１時間につき、給与条例第１８条の規定の適用を受け

る給与条例第８条の３に規定する再任用短時間勤務職員の例により、給与条

例第１８条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬（次項において「時間

外勤務手当相当報酬」という。）を支給する。

２ 職員が週休日（勤務時間規則第４条第１項又は第３項に規定する週休日を

いう。）と重なる休日において勤務することを命ぜられた場合には、その勤

務した時間に対しては、時間外勤務手当相当報酬を支給し、次条第２項に規

定する休日勤務手当に相当する報酬は支給しない。

３ 前項及び次条第２項において「休日」とは、勤務時間規則第８条第１項に

規定する休日（勤務時間規則第１４条第３項の規定により当該休日に代わる

日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員に

あっては、当該休日に代わる日）をいう。

（休日勤務手当相当報酬）

第７条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の報酬を支給する

。

２ 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、

正規の勤務時間中に勤務した全時間（休憩時間を除いた実働時間をいう。）
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に対して、勤務１時間につき、給与条例第１９条第２項の規定の例により、

同項に規定する休日勤務手当に相当する報酬を支給する。ただし、監視又は

断続的労働に従事する職員に対しては支給しない。

（夜間勤務手当相当報酬）

第８条 正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務

することを命ぜられた職員には、その間の勤務した全時間（休憩時間を除い

た実働時間（監視又は断続的労働に従事する職員については、勤務すること

を命ぜられた時間から仮眠時間を除いた時間）をいう。）に対して、勤務１

時間につき、給与条例第２０条の規定の例により、同条に規定する夜間勤務

手当に相当する報酬を支給する。

（勤務１時間当たりの給与額に相当する額の算出）

第９条 前３条の規定により、それぞれ給与条例第１８条の規定の適用を受け

る給与条例第８条の３に規定する再任用短時間勤務職員の例又は給与条例第

１９条第２項若しくは第２０条の規定の例による場合における勤務１時間当

たりの給与額に相当する額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。

（１） 時間額で定める給料相当報酬を支給する職員 当該職員に係る第３

条第２項第１号に定める額及び第４条第２項第１号に定める額の合計額

（２） 日額で定める給料相当報酬を支給する職員 当該職員に係る第３条

第２項第２号に定める額、第４条第２項第２号に定める額及び特殊勤務手

当相当報酬のうち別に市長が指定するものの市長が定める額の合計額を勤

務時間規則第２条第１項又は第３項及び第５条第１項の規定により定めら

れたその職員の１日当たりの勤務時間で除して得た額（その額に１円未満

の端数が生じたときは、その端数を１円に切り上げる。）

（３） 月額で定める給料相当報酬を支給する職員 当該職員に係る第３条

第２項第３号に定める額、第４条第２項第３号に定める額及び特殊勤務手

当相当報酬のうち別に市長が指定するものの市長が定める額の合計額に１

２を乗じ、その額をその職員の１週間の勤務時間に５２を乗じたもので除

して得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を１円に

切り上げる。）

２ 前項第３号に規定する１週間の勤務時間は、３６５日から年間の週休日（

勤務時間規則第４条第２項に規定する週休日をいう。）の日数及び勤務時間

規則第８条第１項各号に規定する休日の日数を差し引いた日数に７．７５を

乗じて得た数を５２で除して得た時間に勤務時間規則第２条第１項又は第３

項の規定により定められたその職員の１週間当たりの勤務時間を３８．７５
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で除して得た数を乗じて得た時間とする。

（宿日直手当相当報酬）

第１０条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、給与条例第２２条第

１項に規定する宿日直手当に相当する報酬を支給する。

２ 前項の勤務は、第６条、第７条第２項及び第８条の勤務には含まれないも

のとする。

３ 第１項の報酬の額は、給与条例第２２条第１項の規定の例による。

（災害派遣手当相当報酬）

第１１条 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３１条又は他の法

律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため本市に派遣された職員には

、給与条例第２５条の４の規定の例により、同条第１項に規定する災害派遣

手当に相当する報酬を支給する。

（報酬の減額）

第１２条 条例第５条第２項本文及びただし書に規定する任命権者が定める場

合は、北九州市職員の給与に関する条例施行規則（昭和４１年北九州市人事

委員会規則第８号）第１１条第１号に掲げる場合とする。

２ 条例第５条第２項に規定する任命権者が定める額は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

（１） 時間額で定める給料相当報酬を支給する職員 当該職員に係る第９

条第１項第１号に定める額

（２） 日額で定める給料相当報酬を支給する職員 当該職員に係る第３条

第２項第２号に定める額及び第４条第２項第２号に定める額の合計額を勤

務時間規則第２条第１項又は第３項及び第５条第１項の規定により定めら

れたその職員の１日当たりの勤務時間で除して得た額（その額に１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。）

（３） 月額で定める給料相当報酬を支給する職員 当該職員に係る第３条

第２項第３号に定める額及び第４条第２項第３号に定める額の合計額に１

２を乗じ、その額を第９条第２項に規定する１週間の勤務時間に５２を乗

じたもので除して得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、その

端数を切り捨てる。）

第１３条 条例第５条第２項の規定により報酬を減額する場合における減額す

べき報酬額は、その減額すべき事実のあった月の初日から末日までの期間（

以下この条において「報酬期間」という。）の分の給料相当報酬に対応する

額及び地域手当相当報酬に対応する額を、それぞれの次の報酬期間以降の給

料相当報酬及び地域手当相当報酬から差し引くものとする。ただし、退職、
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休職等の場合において減額すべき報酬額が、給料相当報酬及び地域手当相当

報酬から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の報

酬から差し引くものとする。

２ 条例第５条第２項に規定する報酬の減額の基礎となる時間数は、その報酬

期間の全時間数により計算するものとし、その時間数に１時間未満の端数を

生じたときは、その端数を切り捨てる。

（費用弁償）

第１４条 条例第７条第３項に規定する任命権者が定める者は、次に掲げる職

員とする。

（１） 通勤（通勤手当に関する規則（昭和４１年北九州市人事委員会規則

第１３号）第２条第１項に規定する通勤をいう。以下この条並びに次条第

２号及び第４号において同じ。）のため交通機関等（交通機関（同条第３

項に規定する交通機関をいう。）又は有料道路（同項に規定する有料の道

路をいう。）をいう。以下この条及び次条第４号において同じ。）を利用

してその運賃又は料金（以下この条及び次条第２号において「運賃等」と

いう。）を負担することを常例とする職員（交通機関等を利用しなければ

通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利

用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道１キロメ

ートル未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。）

（２） 通勤のため自動車等（通勤手当に関する規則第９条に規定する交通

の用具をいう。以下この条並びに次条第３号及び第４号において同じ。）

を使用することを常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤するこ

とが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒

歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道１キロメートル未満で

あるもの及び次号に掲げる職員を除く。）

（３） 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動

車等を使用することを常例とする職員（交通機関等を利用し、又は自動車

等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ

って、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により

通勤するものとした場合の通勤距離が片道１キロメートル未満であるもの

を除く。）

第１５条 条例第７条第４項の任命権者が定める額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

（１） １週間当たりの勤務日数が５日以上の職員（月の初日からその月の

末日まで引き続いて任用される者に限る。） 給与条例第１５条の規定の
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適用を受ける職員の例による額（ただし、当該例による場合における同条

第５項に規定する支給単位期間は、１箇月とする。）

（２） 前号に掲げる職員以外の職員で前条第１号に掲げるもの 月の初日

からその月の末日までの勤務した日の日数に当該勤務１日の通勤に要する

運賃等の額を乗じて得た額（その額が通勤手当に関する規則第６条から第

８条までの規定の例により算出した額（当該例による場合における同条第

１項第１号に規定する支給単位期間は、１箇月とする。以下この条におい

て「運賃等相当額」という。）を超える場合は当該運賃等相当額とし、当

該運賃等相当額が５万５，０００円を超えるときは５万５，０００円とす

る。）

（３） 第１号に掲げる職員以外の職員で前条第２号に掲げるもの 月の初

日からその月の末日までの勤務した日の日数に次に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ次に定める額を乗じて得た額

ア 自動車等の使用距離（以下この条において「使用距離」という。）が

片道５キロメートル未満である職員 １００円

イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である職員

２００円

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である職

員 ３４０円

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である職

員 ４８０円

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である職

員 ６２０円

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である職

員 ７６０円

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である職

員 ８９０円

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である職

員 １，０３０円

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である職

員 １，１７０円

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である職

員 １，２５０円

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である職

員 １，３４０円
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シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である職

員 １，４２０円

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 １，５１０円

（４） 第１号に掲げる職員以外の職員で前条第３号に掲げるもの 次に掲

げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 前条第３号に掲げる職員（交通機関等を利用しなければ通勤すること

が著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等

が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの

であるものを除く。）のうち、自動車等の使用距離が片道１キロメート

ル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道１キロメートル未満で

あるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員

前２号に定める額（運賃等相当額及び月の初日からその月の末日まで

の勤務１日につき前号に定める額を乗じて得た額の合計額が５万５，０

００円を超えるときは、５万５，０００円）

イ 前条第３号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が前号に定める額以上

である職員（アに掲げる職員を除く。） 第２号に定める額

ウ 前条第３号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が前号に定める額未満

である職員（アに掲げる職員を除く。） 同号に定める額

（期末手当）

第１６条 条例第８条第１項の任命権者が定める者とは、基準日（同項の規定

によりその例によることとされている第２号会計年度任用職員に適用される

給与条例第２４条第１項に規定する基準日をいう。）において当該基準日が

属する会計年度内の任用期間が６箇月以上ある職員であり、かつ、勤務時間

規則第２条第１項又は第３項の規定により定められたその職員の１週間当た

りの勤務時間が１５時間３０分以上である者をいう。

２ 期末手当基礎額（条例第８条第１項の規定によりその例によることとされ

ている第２号会計年度任用職員に適用される給与条例第２４条第３項に規定

する期末手当基礎額をいう。）は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。

（１） 時間額で定める給料相当報酬を支給する職員 当該職員に係る第３

条第２項第１号に定める額及び第４条第２項第１号に定める額の合計額に

勤務時間規則第２条第１項又は第３項の規定により定められたその職員の

１週間当たりの勤務時間を乗じて得た額に、５２を乗じて得た額を１２で

除して得た額

（２） 日額で定める給料相当報酬を支給する職員 当該職員に係る第３条
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第２項第２号に定める額及び第４条第２項第２号に定める額の合計額に勤

務時間規則第２条第１項又は第３項及び第５条第１項の規定により定めら

れたその職員の１週間当たりの勤務日数を乗じて得た額に、５２を乗じて

得た額を１２で除して得た額

（３） 月額で定める給料相当報酬を支給する職員 当該職員に係る第３条

第２項第３号に定める額及び第４条第２項第３号に定める額の合計額

（端数計算）

第１７条 この規則の規定（第６条から第９条までの規定を除く。）による報

酬、費用弁償又は期末手当の額に１円未満の端数があるときは、それぞれそ

の端数を切り捨てた額をもって当該報酬、費用弁償又は期末手当の額とする

。

（委任）

第１８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に総務局

長が定める。

付 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。
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北九州市告示第２８２号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１

項の規定に基づき、居宅サービス事業者を指定したので、法第７８条第１号の

規定により、次のとおり告示する。 

  令和元年１２月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

１０２９

４４ 

ニチイケアセン

ター吉志 

北九州市門司区

吉志三丁目 1 番

１３ ホープ流

星２０１号 

株 式 会 社 ニ

チ イ 学 館 

令 和 元 年

１ ２ 月 １

日 

４０７０

５０５６

９０ 

ニチイケアセン

ター下曽根 

北九州市小倉南

区田原新町二丁

目４番３ 陽光

ストリートＢ２

０３号 

株 式 会 社 ニ

チ イ 学 館 

令 和 元 年

１ ２ 月 １

日 

４０７０

７０７６

２７ 

ヘルパーステー

ション みとら 

北九州市八幡西

区永犬丸四丁目

１番２７－２０

４号 

株 式 会 社 み

とら 

令 和 元 年

１ ２ 月 １

日 

２ 通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

７０７６

３５ 

木花家  北九州市八幡西

区下上津役三丁

目６番６号 

株 式 会 社 ゴ

トウ 

令 和 元 年

１ ２ 月 １

日 
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北九州市告示第２８３号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７５条第２

項及び第１１５条の５第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者及び指

定介護予防サービス事業者から廃止の届出があったので、法第７８条第２号及

び第１１５条の１０第２号の規定により、次のとおり告示する。 

  令和元年１２月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

４ ０ ２ ４

５０ 

ヘルパーステー

ション楽々 

北九州市小倉南

区志井六丁目２

番５号 

株 式 会 社 楽

々 サ ービ ス 

令 和 元 年

１ １ 月 ３

０日 

２ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

３ ０ ０ ２

８２ 

株式会社東京ダ

イヨー器械店 

北九州市戸畑区

中原東三丁目４

番２１号 

株 式 会 社 東

京 ダ イ ヨ ー

器械店 

令 和 元 年

１ １ 月 ３

０日 

３ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

３ ０ ０ ２

８２ 

株式会社東京ダ

イヨー器械店 

北九州市戸畑区

中原東三丁目４

番２１号 

株 式 会 社 東

京 ダ イ ヨ ー

器械店 

令 和 元 年

１ １ 月 ３

０日 
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北九州市公告第５２９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和元年１２月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市若松区大字大鳥居１２８番

１ 

北九州市八幡西区本城学研台三丁

目１１番１号 

堺 太二郎 
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